
様式第5号（第8条関係）

課長　遊佐　昭文

設 計 図 書 に 対 す る 回 答 書

令和6年3月28日

回答者

有償で販売した製品の管理をお願いします。
現在は、採血資材に余剰が出すぎないよう、
販売の際に数量を提案していただいたり、購
入した採血資材の使用期限が近くなった際
にアナウンスしていただく等の管理をお願い
しております。

現在は、微生物学的検査の依頼がUSBメモリ
で行われており、微生物の結果報告、検体検
査の依頼・結果報告はWeb上でやりとりして
おります。
記録メディアはUSBメモリ、SDカード、CD等を
示しております。
記録メディアでのやりとりは、セキュリティ対策
上原則禁止としますが、システムの準備期間
中のやりとりについては、受託者と協議を行
います。
検査システムの開発期間については、業者
様で試算ください。

回 答 事 項

郵便入札で行います。立ち合いはありませ
ん。

令和6年3月25日

契約後、受託者と協議を行います。専用依頼伝票の様式を踏襲とありますが、どの
部分を原則踏襲なのでしょうか？会社が違いま
すのでデザインも違いますので、現実的には踏
襲は公示からスタートまでの期間が短いことを
考えますと非現実的な仕様書に感じます。

1

開札は現地、業者立ち合いで間違いないで
しょうか？

番 号 -

案 件 名 称

番 号 質 問 事 項

臨床検査外部委託（微生物学的検査含む）

登米市民病院管理課

採血資材が受託者の管理とありますが、有償で
ご販売した製品（病院様試算）を受託者が管理
をするのでしょうか？
現在はどのような運用を取られておりますでしょ
うか？

質 問 受 付 日

5

受託検査実績は、当院の業務集計と整合性が
とれていることとありますが、病院様の業務集計
と整合性がとれるか病院様が作成の仕様を確
認させて頂かないとできるかが判断できかねま
す。

契約後、受託者と協議を行います。

9.仕様内容の中の検査依頼や検査結果の受け
渡しについては、専用アプリ、またはWeb上に
専用ページを用意とありますが、今はどのように
やりとりをされておりますでしょうか？
記録メディア媒体は何を示されており、なぜだ
めなのでしょうか？公示から新契約スタートまで
の期間が短く、記録媒体での受け渡しをNGに
されておりますと、既存様ありきに感じます。ま
た、この短期間でもお受け取り側の検査システ
ム側は開発が可能なのでしょうか？
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6

受託者は検査結果一覧を当院指定フォーマッ
トにて提出とありますが、この理由をご教授いた
だけないでしょうか？
また、今のフォーマットをいただけないでしょう
か？
上記同様、病院様が作成の仕様を確認させて
頂かないとできるかが判断できかねます。

提出いただくフォーマットについては契約
後、受託者と協議を行います。
現在利用しているフォーマットは、テキスト
ファイルとDATファイルです。画像ファイル
は、JPGファイルとPDFファイルです。

7

当院指定の項目については、指定の検査方
法・基準値の遵守とありますが、その指定項目
はどれにあたりますでしょうか？もしそれが既存
業者しかできない場合、既存様しかできない仕
様内容になり公平性の観点につきましてはいか
がでしょうか？

契約後、受託者と協議を行います。

8

受託者は当院指定の定量検査について、最終
濃度が報告できることとありますが、その指定項
目はどれにあたりますでしょうか？もしそれが既
存業者しかできない場合、既存様しかできない
仕様内容になり公平性の観点につきましてはい
かがでしょうか？

契約後、受託者と協議を行います。

9

内訳の中に既存業者しかできない項目がある
場合にはどのように解釈をすればよろしいで
しょうか？
またその項目がある場合、公平性の観点から入
札項目から除外をして頂けないでしょうか？

内訳の中には既存業者にしかできない項目
はないよう作成しております。

10

微生物学的検査の依頼・報告はシステムを介し
た運用か紙媒体での運用かどちらでしょうか。

微生物学的検査の依頼・報告はシステムを
介した運用です。

11

システム費用について、公平性の観点からすれ
ば病院様で費用を負担いただき、検査費用を
比較していただくことが既存業者ありきにならな
いと考えますがいかがでしょうか。

システム費用は受託者の負担とします。
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入札仕様内、９仕様内容のクに当院の検査方
法・基準値を守る様に指示がありますが、指定
の検査方法・基準値を教えてください。

契約後、受託者と協議を行います。
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案 件 名 称 臨床検査外部委託（微生物学的検査含む）

番 号 質 問 事 項 回 答 事 項

設 計 図 書 に 対 す る 回 答 書

令和6年3月28日

回答者 登米市民病院管理課

質 問 受 付 日 令和6年3月26日


